
TPP協定交渉参加国における検疫及び関税一覧

上段：対日輸入検疫の状況 下段：対日輸入適用税率

コメ 柿 リンゴ 梨 いちご トマト 牛肉 豚肉 あゆ
二国間協定
の締結状況

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎
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◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △（○） △（○） ◎

40％ 免税 免税 免税 免税 免税 免税 免税 免税

△ △ △ △ △ △ ×（□） ×（□） ○(施設認定)
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免税 免税 免税 免税 免税 免税 免税 免税 免税

◎ × ☆ ☆ □ × ○（○） ×（○） ○(施設認定)

0.021USD/kg
(約2円）

2.2％ 免税 免税
0.011USD/kg

(約1.1円)
0.039USD/kg

(約3.8円)
4％

0.014USD/kg
(約1.4円)
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ＥＰＡ締結
(H18.7)

ＥＰＡ締結
（H20.7）

ＥＰＡ締結
(H21.10)

アメリカ

ブルネイ

シンガポール

国名

【検疫の状況】
◎：検疫証明書なしで輸出が可能 ○：検疫証明書を添付すれば輸出が可能 ☆：二国間で合意した特別な検疫条件を満たしたもののみ輸出が可能
□：輸出前に相手国の「輸入許可書」の取得と検疫証明書が必要（植物）、輸出前に相手国との協議、輸入許可と検疫証明書が必要（動物）
△：相手国の検疫条件が未設定のため輸出できないか、または不明 ×：相手国が輸入を原則禁止

ＥＰＡ締結
(H14.11)

別 紙

◎ ◎ ○ ○ △ ◎ ○（□） ×（□） △

免税 免税 免税 免税 免税 免税
免税（関税割当内）

26.5%（関税割当外）
免税 免税

△ △ △ △ △ △ △ △ △

免税 免税 免税 免税 免税 免税
20％(冷蔵)
25％(冷凍)

20％ 20％

◎ △ △ △ △ △ △ △ △

3.4％ 0.8％ 6％(冷蔵)

免税（H34） 免税（H26） 4.8％(冷凍)

△ △ △ △ △ △ △ △ △

免税 免税
6％

免税（H38）
5.6％

免税（H30）
6％

免税(H33）
免税 11％ 6％ 免税

◎ ☆ ☆ ☆ △ △ × ×（□） △

免税 免税 免税 免税 免税 免税 免税 免税 免税

◎ △ ☆ △ △ △ × ×（□） △

免税 免税 免税 免税 免税 免税 免税 5％ 免税

※出典／関税率情報データベース「World Tariff」、植物防疫所HP、動物検疫所HP、水産庁HP 〔平成25年8月7日現在／岐阜県農政部とりまとめ〕

※牛肉、豚肉の（ ）内は、口蹄疫の発生（H22.4）による対日牛肉輸入禁止前の取扱い

※△の解釈は、明確な二国間ルール等がないため、輸出可能とも不可能とも言えず、個別対応で輸出した事例がある国・地域もある（動物検疫所担当コメント）
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